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 eLTAX（エルタックス）による地方税の電子化について 

 

1 地方税の電子化の状況 

○ 平成 22 年 4 月、㈳地方税電子化協議会に全地方公共団体が入会し、地方税の電子

申告手続きの環境が整った。電子申告実施団体は現時点で 43.2％である。 

○ 国が平成 23年 1月から、所得税申告書等について地方公共団体への電子的送信（国

税データ連携）を行う予定である。 

 

 ※eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム） 

   給与支払報告書や確定申告書等の税情報を、電子的に企業や税務署と自治体間で、

総務省指定の㈳地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステムを経由して

送受信し、納税者の利便性向上や税務事務手続きの効率化を進めるシステム（通称

名 eLTAX：エルタックス）をいう。 

    

2  練馬区における eLTAX（エルタックス）の機能活用について 

納税者の利便性向上と税務事務の一層の効率化を図るため、給与支払報告書の電子

申告および国税データ連携を実施する。 

  ⑴給与支払報告書の電子申告（平成 22年 12月実施予定） 

    税務事務システムの改修、データ受信のための地方税審査システムの導入  

 ⑵国税データ連携 (平成 23年１月実施予定) 

 税務事務システムの改修、データ受信のための国税連携システムの導入 

 

３  導入効果等 

 

４ 今後のスケジュール 

  平成 22 年 9月 個人情報保護審議会で了承 

平成 22年 10 月 システム運用委託事業者契約(給与支払報告書の電子化) 

        システム運用委託事業者契約(国税データ連携) 

  平成 22年 11 月 給与支払報告書の電子申告導入テスト実施 

平成 22年 12 月 給与支払報告書の電子申告受付開始 

国税データ連携導入テスト実施 

  平成 23 年 １月 国税データ連携開始 

 

５  その他 

 23 区の電子申告実施状況  既実施 12区。22年度７区実施予定（練馬区を含む）  

 

 導 入 効 果 等 

給与支払報告書の電子申

告 

企業―区市町村ごとの振分け、紙出力・郵送が不要 

区―パンチ入力委託減少、税務事務の迅速化 

 

国税データ連携 

税務署―税務事務の迅速化、e-tax 利用率向上 

区―転写事務減少、パンチ入力委託減少、税務事務の迅速
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